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〇
総
務
省
令
第
三
十
号

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
営

競
技
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

公
営
競
技
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

公
営
競
技
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
自
治
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
公
営
競
技
の
収
益
の
額
の
算
定
方
法
）

（
公
営
競
技
の
収
益
の
額
の
算
定
方
法
）

第
一
条

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令

第
一
条

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
公
営
競
技
の
収
益
の
額
（
次
条
、
第

」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
公
営
競
技
の
収
益
の
額
（
次
条
、
附

三
条
、
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
公
営
競
技
の
収
益
の
額
」
と
い
う
。

則
第
二
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
「
公
営
競
技
の
収
益
の
額
」
と
い
う
。
）
は
、
施

）
は
、
施
行
団
体
（
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
施
行
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

行
団
体
（
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
施
行
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て

に
つ
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
第
七
号
か
ら

、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
か
ら
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
年
度
に
お
い
て
公
営
競
技
会
計
か
ら
支
出
し
た
金
額
（
第
一
号
及
び
第
三

五

当
該
年
度
に
お
い
て
公
営
競
技
会
計
か
ら
支
出
し
た
金
額
（
第
一
号
及
び
第
三

号
の
金
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
公
営
競
技
の
開
催
に
要
す
る
経
費
及
び
公
営
競
技

号
の
金
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
公
営
競
技
の
開
催
に
要
す
る
経
費
及
び
公
営
競
技

施
設
の
改
善
そ
の
他
公
営
競
技
の
公
正
か
つ
円
滑
な
施
行
に
直
接
必
要
な
経
費
（

施
設
の
改
善
そ
の
他
公
営
競
技
の
公
正
か
つ
円
滑
な
施
行
に
直
接
必
要
な
経
費
（

こ
れ
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
金
額
（
以
下
「
事

こ
れ
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
金
額
以
外
の
金
額

業
内
支
出
」
と
い
う
。
）
以
外
の
金
額
（
以
下
「
事
業
外
支
出
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
事
業
外
支
出
」
と
い
う
。
）

［
六
～
十

略
］

［
六
～
十

同
上
］

（
事
業
内
支
出
に
充
て
る
た
め
の
積
立
て
が
事
業
内
支
出
以
外
に
充
て
ら
れ
た
場

合
に
お
け
る
公
営
競
技
の
収
益
の
額
の
特
例
）

第
三
条

事
業
内
支
出
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
た
も
の
が
令
和
二
年
度
以
後
の

［
新
設
］

各
年
度
に
事
業
内
支
出
以
外
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
場
合
、
当
該
年
度
前
の
各
年

度
に
お
け
る
公
営
競
技
の
収
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
積
み
立
て
た
も
の
に
係

る
金
額
に
当
該
充
て
ら
れ
た
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
末
に
お
け
る
積
立
て
の
合
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計
額
で
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
そ
の
合
計
額
が
当
該
充
て
ら
れ
た

額
に
達
す
る
ま
で
当
該
年
度
前
の
直
近
の
年
度
か
ら
順
次
事
業
内
支
出
以
外
の
経

費
と
み
な
し
て
当
該
収
益
の
額
に
含
め
て
改
め
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
当
該
年
度
前
の
各
年
度
の
公
営
競
技
納
付
金
（
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の

公
営
競
技
納
付
金
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
算
定
し
た
公
営
競
技
の
収

益
の
額
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
額
が
改
め
て
算
定
す
る
前
の
公
営
競
技
の
収
益
の

額
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
を
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。

附

則

附

則

（
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
公
営
競
技
の
収
益
の
額

（
平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
公
営
競
技
の
収
益
の
額
の
特

の
特
例
）

例
）

第
三
条

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ

第
三
条

平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ
い
て

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

い
て
は
、
当
該
金
額
を
事
業
外
収
入
と
み
な
す
。

は
、
当
該
金
額
を
事
業
外
収
入
と
み
な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ
い
て

２

平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ
い
て
次
の

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
事
業
外
支
出
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
事
業
外
支
出
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

令
和
元
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ
い
て

３

平
成
三
十
一
年
度
及
び
平
成
三
十
二
年
度
に
お
い
て
、
施
行
団
体
に
つ
い
て
次
の

次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
及
び
前
二
項
の
規
定
の
適

各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
及
び
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
事
業
外
支
出
か
ら
控
除
す
る
も
の
と

つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
事
業
外
支
出
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る

す
る
。

。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
営
競
技
納
付
金
の
納
付
に
関

す
る
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
同
条
に
規
定
す
る
事
業
内
支
出
に
充
て
る
た
め
に
積
み
立
て
た
も
の
の
う
ち
令
和
二

年
四
月
一
日
以
後
に
同
条
に
規
定
す
る
事
業
内
支
出
以
外
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


